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別紙３  

南関町の給与・定員管理等について  

 

 

１ 総括  

 (1) 人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 

 

住民基本台帳人口 

     (24年度末) 

 歳 出 額 

        Ａ

実質収支

 

人 件 費

      Ｂ

人件費率 

 Ｂ／Ａ 

(参考) 

23年度の人件費率

24年度 

 

              人 

1 0 , 7 3 3  

      千円

4, 7 7 0 , 0 5 2

    千円

11 3 , 5 3 6

    千円

94 0 , 1 1 7

      ％ 

1 9 . 7  

              ％

1 6 . 4

 

 ( 2 )  職員給与費の状況（普通会計決算） 

区 分 

 

職員数 

    Ａ  

給     与     費       

 

 

 

 

(参 考 )一 人 当 た

り給与費  

Ｂ／Ａ 

(参 考 )類 似 団 体

平 均 一 人 当 た り

給 与 費  
給  料 職員手当   期 末 ･ 勤 勉 手 当  計 Ｂ

 

24年度 

 

    人  

1 0 9  

    千円 

3 7 8 , 9 8 8  

    千円

 3 7 , 4 8 4

    千円

1 3 4 , 5 8 7

    千円

5 5 1 , 0 5 9

千円 

5,055 

       

5,466千円

 

   （注）１ 職員手当には退職手当を含まない。 

 ２ 職員数は、２４年４月１日現在の人数である。 

  

 

 

 (3) 特記事項 

（給与減額の状況） 

国の要請等を踏まえた

減額措置の取組 
減 額 実 施 期 間  

実 施  平 成 25年 7月 1日 ～ 平 成 26年 3月 3 1日  

抑 制 済 又 は 減 額 措 置 の 内 容  

（ 給 料 ） 給 料 月 額 の ０ ． １ ％ を 減 額  

 

 ラ ス パ イ レ ス 指 数  H 2 5 . 4 . 1現 在  1 0 0 . 0（ 参 考 値  9 2 . 4）  

          H 2 5 . 7 . 1現 在   9 9 . 9（ 減 額 措 置 後 ）  
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(4) ラスパイレス指数の状況 

 

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するた

め、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給

表（一）適用職員の俸給月額を 100 として計算した指数。 

２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均

したものである。 

３ 「参考値」は、国家公務員の時限的な（2 年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置が

無いとした場合の値である。 

 

 (5) 給与改定の状況（人事委員会の設置なし） 
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２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況  

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成 25 年４月１日現在） 

    ①一般行政職 

  

 

 

 

 

 

区 分 

 

平 均 年 齢      

 

平均給料月額

 

平均給与月額

 

平均給与月額 

(国比較ベース) 

南関町    42.0 歳     297,467円    323,128円    318,153円 

熊本県    43.7 歳     344,852円    407,906円   372,704円 

国    43.1 歳    307,220円 

（332,446円）

     ―    376,257円 

（405,463円） 

 類似団体    42.3 歳     314,293円    354,477円    338,543円 

 

  ②技能労務職(該当なし) 

    ③教育職(該当なし) 

    ④その他の職(該当なし) 

 

  （注）１ 「平均給料月額」とは、平成 25 年４月１日現在における職員の基本給の平均である。 

         ２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時

間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査

において明らかにされているものである。 

        また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝

時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。 

     ３ 国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額(国比較ベース)」の括弧書

きは、給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値(減額前)である。 

 

 (2) 職員の初任給の状況（平成 25 年４月１日現在） 

区    分 南  関  町  熊 本 県 国  

 

  

  

一般行政職 

 

大 学 卒 １７２，２００円 １７２，２００円  １６３，９８７円 

(１７２，２００円)

高 校 卒   １４０，１００円 １４０，１００円  １３３，４１８円 

(１４０，１００円)

(注）国家公務員欄における括弧書きは、給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合

の値(減額前)である。 

 

 

 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成 25 年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

    区    分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年 

一般行政職 

 

大 学 卒  ２４７，３６７円   ３４４，９５０円     ３６８，０００円  ３７７，０００円

高 校 卒   ２０９，０５０円   ２９０，０５０円     ３３１，８００円  ３６７，６５０円
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３ 一般行政職の級別職員数等の状況  

 ( 1 )  一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成 25 年４月１日現在） 

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 １号給の 

給料月額 

最高号給の

給料月額 

  

１級 

 

定 型 的 な 業 務 を 行 う 主
事 、 技 術 員 、 介 護 支 援
専 門 員 等 の 職 務  

         人 

  １ ４  

  

        ％

1 5 . 2  

  

 
135,600円 

 

     
 243,700円

  

 

２級 

 

特 に 高 度 な 知 識 、 経 験
を 必 要 と す る 業 務 を 行
う 主 事 、 技 術 員 、 介 護
支 援 専 門 員 等 の 職 務  

         人 

  １ １  

  

        ％

  1 1 . 9  

  

     
185,800円 

     
307,800円

 

３級 

 

課 長 補 佐 、 係 長 等 の 職
務 及 び そ の 職 務 の 内 容
が こ れ と 同 程 度 の 職 務  

         人 

  ３ ４  

  

        ％

  3 7 . 0  

  

     
222,900円 

     
354,700円

 

４級 

 

課 長 、 局 長 等 の 職 務 及
び そ の 職 務 の 内 容 が こ
れ と 同 程 度 の 職 務  

         人 

  ２ ３  

  

        ％

2 5 . 0  

  

     
261,900円 

     
388,300円

 

 ５級 

 

相 当 の 経 験 を 有 し 、 重
要 な 業 務 を 処 理 す る 課
長 、 局 長 等 の 職 務 及 び
そ の 職 務 内 容 が こ れ と
同 程 度 の 職 務  

         人 

   ９  

  

        ％

   9 . 8  

  

     
 

289,200円 

     
 

400,600円

 

 ６級 

 

総 務 課 長 及 び 総 務 課 長
経 験 者  

         人 

   １  

  

        ％

    1 . 1  

  

     
320,600円 

     
422,600円

  （ 注）１ 南関町一般職の職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 

２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 

 

 

  (2) 昇給への勤務成績の反映状況 

    

   昇 給 日（ 1 月 1 日 ）前 1 年 間 に お け る 勤 務 成 績 が 良 好 な 職 員 は 、４ 号 給 昇 給 。 

  た だ し 、 ５ ５ 歳 を 超 え る 職 員 は 、 ２ 号 給 昇 給 。  

１級

15.2%

１級
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２級

11.9%
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４ 職員の手当の状況  

 ( 1) 期末手当・勤勉手当 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

南    関    町 熊    本    県 国 

1人当たり平均支給額(H24年度) 

      １，２８２ 千円 

1人当たり平均支給額(H24年度) 

      １，５８３ 千円 

－ 

 

（H24年度支給割合） 

 期末手当      勤勉手当 

2.60 月分   1 . 3 5  月分 

 

（H24年度支給割合）  

 期末手当        勤勉手当 

   2.60  月分    1.35  月分 

 ( 1.45 )月分  ( 0.65 )月分 

（H24年度支給割合）         

 期末手当        勤勉手当 

   2.60  月分    1.35  月分 

 ( 1.45 )月分  ( 0.65 )月分 

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

・ 役 職 加 算    5～ 1 5％  

 

 

 （加算措置の状況） 

 職制上の段階、職務の級等による加算措置              

・ 役 職 加 算    5～ 2 0％  

・ 管 理 職 加 算   1 5～ 2 5％  

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

・ 役 職 加 算    5～ 2 0％  

・ 管 理 職 加 算   1 0～ 2 5％  

 （注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。 

 

  【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職） 

 

 勤 勉 手 当 へ の 勤 務 実 績 の 反 映 な し 。  

 

 

 

(2) 退職手当（平成 25 年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

南   関   町 国   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

（支給率）       自己都合  勧奨・定年 

勤 続 2 0 年            23.03月分  28.7875月分

勤 続 2 5 年            32.83月分  38.955 月分

勤 続 3 5 年            46.55月分  55.86  月分

最高限度額       55.86月分  55.86  月分

その他の加算措置 

定年前早期退職特例措置(2％～20％加算)

1人当たり平均支給額  2 0 , 8 9 4  千円 

 

（支給率）       自己都合  勧奨・定年

勤 続 2 0 年           23.03月分 28.7875月分

勤 続 2 5 年           32.83月分 38.955 月分

勤 続 3 5 年           46.55月分 55.86  月分 

最高限度額      55.86月分 55.86  月分 

その他の加算措置                       

  定年前早期退職特例措置(2％～20％加算)

                

 

 

 （注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成 24 年度に退職した職員に支給された平均額である。   

 

 (3) 地域手当 

  該当なし 
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 (4) 特殊勤務手当（平成 25 年４月１日現在） 

支給実績（H24年度決算） １ ， １ ５ ５ 千 円

支給職員１人当たり平均支給年額（H24年度決算） ７ ７ ， ０ ０ ０ 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（H24年度） １ １ ． ６ ％

手当の種類（手当数） ５ 種 類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 

(H24年度決算）

左記職員に対する支給

単価 

税務職員手当 住 民 課 税 務 担 当

職 員  

町 税 の 賦 課 徴 収  ３９６千円  月額  3,000円 

感染症防疫作

業手当 

住 民 課 職 員  感 染 症 処 理  千円  １日  1,000円 

行旅病死人処

置手当 

福 祉 課 職 員  行 旅 病 死 人 処 置  千円 １日  2,000円 

深夜勤務手当 延 寿 荘 職 員  深 夜 勤 務  ４４４千円 １夜  3,000円 

介護手当 延 寿 荘 職 員  介 護 等 直 接 処 遇  ９６０千円 月額  8,000円 

 

 (5) 時間外勤務手当 

支給実績(H24年度決算) 
                      

９ ， ２ ７ ７ 千円

職員1人当たり平均支給年額(H24年度決算)
                      

９ ５ 千円

支給実績(H23年度決算) 
                      

１ １ ， １ ８ ６ 千円

職員1人当たり平均支給年額(H23年度決算)
                      

１ １ ３ 千円
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 (6) その他の手当（平成 25 年４月１日現在） 

 

手 当 名 

 

内容及び支給単価 

国 の 制

度 と の

異 同  

国 の 制 度 と

異 な る 内 容

支 給 実 績  

（ H 2 4年 度 決 算 ）  

支給職員１人当た

り平均支給年額 

（H24年度決算）

 扶 養 手 当      配 偶 者  1 3 , 0 0 0円  

扶 養 親 族  

  1人  6 , 5 0 0円  

扶 養 親 族 (配 偶 者

無 の 場 合 )1人 に つ

い て は  1 1 , 0 0 0円  

特 定 期 間 加 算  

  1人  5 , 0 0 0円  

 

 

 

同 じ  

  

 

 

１５，１２１千円 ２６５，２８１円

 住 居 手 当      貸 家 ・ 間 借  

  2 7 , 0 0 0円 ま で  

同 じ   ２，８０２千円 ２３３，５００円

 通 勤 手 当      2 k以 上 3k未 満  

     1 , 0 0 0円  

3 k以 上 10 k未 満  

    1 k×50 0円  

1 0 k以 上  5 , 0 0 0円  

 

 

異 な る

支 給 額 に 上

限 が あ る 。

 5 , 0 0 0円

 

 

３，６８３千円 ４０，０３３円

 管理職手当 管 理 ・ 監 督 の 地 位

に あ る 職 員 に 対 し

て 40 , 0 0 0円 以 内 を

支 給  

 

同 じ  

  

４，４００千円 ３６６，６６７円

宿日直手当     4 , 2 0 0円  同 じ   １，０００千円 １３，１５８円

管理職員特別

勤務手当 

1回    4 , 0 0 0円  

6時 間 超  6 , 0 0 0円  

同 じ   ４６千円 １１，５００円

 

 

５ 特別職の報酬等の状況（平成 25 年４月１日現在）  
区     分 給 料 月 額 等                     

  

給 

 

料 

 

  

町  長 

 

副  町  長 

 

 

               750,000 円 

    （     790,000 円）

               545,000 円 

    （    574,000 円）

（参考）類似団体における最高／最低額 

       846,000 円／ 517,200 円 

 

       676,000 円／  508,500 円 

  

報 

 

 

酬 

 

議     長 

 

副  議  長 

 

議     員 

 

               315,000 円 

    （        円）

               260,000 円 

    （        円）

               236,000 円 

   （        円）

       340,000 円／ 247,000 円 

 

       270,000 円／ 191,100 円 

 

       260,000 円／ 172,900 円 

 

 期 

 末 

 手 

 当 

 町  長 

副  町  長 

       （H24年度支給割合） 

                  2.60月分 

議     長 

副  議  長 

議     員 

       （H24年度支給割合） 

                  2.60月分 

 退 

 職 

 手 

 当 

 

町  長 

副  町  長 

 （算定方式）                    （１期の手当額）（支給時期）

給料月額(790,000円)×在職年数×支給率(5.0) 15,800,000円     （任期毎) 

給料月額(574,000円 )×在職年数×支給率(2.9) 6,658,400円      （任期毎)

備   考  

  (注)１ 給料及び報酬の（ ）内は、減額措置を行う前の金額である。 

    ２ 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期 

（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。 
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６ 職員数の状況  

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 

                                                                     
（各年４月１日現在） 

          区 分 
部 門 

職  員  数 対 前 年
増 減 数

   主 な 増 減 理 由            
 平成24年 平成25年

  
 普 
  
 通 
  
 会 
  
計 

  
部 

  
門 

  
 

 一 
 般 
 行 
 政 
 部 
 門 
 

議 会  
総 務  
税 務  
民 生  
衛 生  
農 林  
商 工  
土 木  

    2  
   2 3  
   1 0  
   2 4  
   1 1  
   1 1  
    8  
    7  

    2  
   2 3  
   1 1  
   1 9  
   1 1  
   1 1  
    7  
    8   

 
 
    1  
   ▲ 5  
 
 

▲ 1  
 1  

 
 
住 民 課 徴 収 係 の 充 実 に よ る 職 員 の 増  

町 立 保 育 園 の 廃 止 に よ る 職 員 の 減  

 
 
ま ち づ く り 推 進 課 商 工 観 光 係 職 員 の 減  

建 設 課 土 木 係 の 充 実 に よ る 職 員 の 増  

  計 
 
 

   9 6  
 
 

   9 2  
        
 

▲ 4  
 
     

＜参考＞                        
  人口１万人当たり職員数  85.72人 
 （類似団体の人口１万人当たりの職員数   74.85人） 

 教育部門 
 

   1 4  
 

   1 4  
 

 
 

 
 

     
  小   計 
 
 

  1 1 0  
 
 

  1 0 6  
 
 

▲ 4  
 
 

＜参考＞                        
  人口１万人当たり職員数  98.76人 
 （類似団体の人口１万人当たりの職員数   94.01人） 

公 
営 
企会 
業計 
等部 
 門 

下 水 道  
国 保  
介 護 保 険  
介 護 サ ー ビ ス  
簡 易 水 道  

    2  
    4  
    3  
   1 0  
    1  

    2  
    4  
    3  
   1 1  
    1  

 
 
 

1  

 
 
 
老 人 ホ ー ム 副 荘 長 の 増  

  小   計    2 0     2 1     1   
合  計 

 
  1 3 0  
[  1 6 5  ]  

  1 2 7  
[  1 6 5  ]

▲ 3  
[     ]

＜参考＞                          
   人口１万人当たり職員数 118.33人 

 

 （注）１ 職員数は一般職に属する職員数である。 

    ２ [     ]内は、条例定数の合計である。 
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 (2) 年齢別職員構成の状況（平成 25 年４月１日現在） 

             20  20  24  28  32  36  40  44  48  52  56  60 

             歳  ～   ～   ～   ～   ～    ～   ～   ～   ～    ～    歳 

             未  23  27  31  35  39  43  47  51  55  59  以 

             満                                                     上 

 

 

区 分 

 

20歳 

 

未満 

20歳 

～  

23歳 

24歳 

～  

27歳 

28歳 

～  

31歳 

32歳

～  

35歳

36歳

～  

39歳

40歳

～  

43歳

44歳

～  

47歳

48歳
～  

51歳

52歳 

～  

55歳 

56歳 

～  

59歳 

60歳

 

以上

 

計 

 

 

職員数 

 

人 

 ０  

 

人

  ５ 

 

人 

１ ５  

 

人 

 １０ 

 

人

 １１

 

人

１ ０

 

人

１ ６

 

人

１ ５

 

人

１ ３

 

人 

１ ４  

 

人 

１ ７  

 

人

 １

 

人

１ ２ ７

 

 (3) 職員数の推移 

（ 単 位 ： 人 ・ ％ ）  

 ２ ０ 年  ２ １ 年  ２ ２ 年  ２ ３ 年  ２ ４ 年  ２ ５ 年  
過去５年間  

の増減数（率）

一般行政   105 103   100    99 96    92 ▲ 13 

(▲ 12.4％ )

教育     14    13    13    13    14    14 

( ％ )

普通会計計   119   116   113   112   110   106 ▲ 13 

(▲ 10.9％ )

公営企業等会計計    21    21    20    20    20    21 

( ％ )

総合計   140   137   133   132   130   127 ▲ 13 

(▲ 9.3％ )

（注）１ 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。 

    ２ 合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。 
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